
「次代を担う子どもたちの健全育成に関する調査」実施結果報告 

三重県こども未来室です。 

「次代を担う子どもたちの健全育成に関する調査」について、実施結果を

次のとおり報告します。 

いただいたアンケート結果は、今後の次世代育成及び青少年健全育成の計

画づくりに活かしていきたいと考えています。 

 また、ご回答いただいたｅ－モニターのみなさんには、改めてお礼申し上

げます。 

１ 実施期間 平成２０年１０月１０日（金）～ 

平成２０年１１月３日（月・祝） 

２ 意見募集の結果 

対象者 １，１４３人 

回答数 ８２５人 

回収率 ７２％ 

３ 回答者属性 

性別

男性
53%

女性
47%

年代別

50代
22%

40代
24%

30代
24%

20代
12%

70以上
4%60代

14%



４ アンケートの結果について 

Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３ 近所の子どもとのあいさつに関する質問 

「必ずする」が１８％、「どちらかというと、よくする」が４２％と、あい

さつに積極的な方が計６０％に達しました。また、「自分からはあまりしない

が、あいさつされるとする」も２９％ありました。 

 効果については、「地域の大人と子どもの交流を深める効果がある」と「あ

いさつの習慣化に役立つ」が各３８％ずつを占めました。 

 あいさつをしない理由については、「子どもとほとんど顔を合わせない」が

３４％で最も多く、次いで「どこの家の子どもなのか分からない」が３２％

となりました。その他では「不審者と思われそうだから」「年少者からおこな

うもの」といったご意見が寄せられました。 

 

Ｑ４ 素行の良くない青少年を見かけたときの対応に関する質問 

「放っておく」が３１％で最も多く、次いで「見て見ぬふりをする」が 

２８％となりました。その他では「注意することで自分の身に危険を感じる」

「知っている子なら注意する」といったご意見が寄せられました。 

 

Ｑ５、Ｑ６、Ｑ８、Ｑ９、Ｑ１1、Ｑ１2  三重県青少年健全育成条例の周知

に関する質問 

三重県青少年健全育成条例（以下「条例」という。）における深夜外出、

有害刃物類、インターネットの３項目の規制について、ご存知かどうかと、

知ったきっかけについて聞かせていただきました。３項目平均で「知らない」

が５３％に達しており、条例に関する広報啓発の強化の必要性を痛感する結

果となりました。 

規制を知ったきっかけは、深夜外出については「県、市町等の広報誌」が

１６％で最も多く、次いで「新聞」が１３％でした。 

一方、有害刃物類については「テレビ」が３８％で最も多く、次いで「新

聞」が２２％となりました。インターネットについても「テレビ」が２８％

で最も多く、次いで「新聞」が１７％となりました。 

 今後は、各メディアの特性を考慮しながら、効果的な広報啓発のあり方を

検討していきます。 

 

Ｑ７ 深夜外出に関する意識の質問 

 「保護者と一緒であっても、深夜外出は慎むべきである」が３０％で最も



多く、次いで「保護者と一緒あれば問題はない」が２１％となり、さまざま

な考え方があることを示す結果となりました。 

 条例では青少年の深夜外出について、保護者に、正当な理由なく外出させ

ない努力義務を課しています。保護者が同伴の場合は対象外となりますが、

正しい生活リズムを守るといった観点からも、青少年の深夜外出は極力避け

ていただくことが望ましいといえます。 

 

Ｑ１0 有害刃物類に関する意識の質問 

 「青少年による事件・事故が発生する可能性があり、積極的に規制すべき

である」が５３％で最も多く、次いで「販売の自由は尊重するべきだが、日

常生活での必要性がほとんどなく、規制はやむを得ない」が２８％となりま

した。 

 県では、営業の自由は尊重すべきと考えていますが、日常生活での有用性

がなく、殺傷目的で製造されたナイフ等については、三重県青少年健全育成

審議会の意見を聞いたうえで、有害刃物類に指定しています。 

 

Ｑ１３ インターネット利用に関する意識の質問 

 「フィルタリング（有害情報の選別）など、トラブル防止のために一定の

機能制限をしたうえで、子どもの利用は認めるべきである」が５４％で最も

多く、次いで「現代社会の必需品であり、子どもも有効な利用方法を学ぶべ

きである」が１８％となりました。 

 県では、インターネットは仕事や勉強等に役立つ便利な道具であるが、有

害情報の氾濫等の危険性があるため、安全安心に利用できるように知識や心

構えを身につけることが必要と考えています。まだ判断能力が不十分な子ど

もについては、各家庭においてルールづくり（フィルタリングを利用する、

一日の利用時間を決める等）に取り組んでいただけるよう、啓発に努めてま

いります。 

 

Ｑ１４ 健全育成・非行防止のあり方の意識に関する質問 

だれが最も尽力すべきかについて、「青少年の保護者」が７７％で最も多く、

次いで「青少年本人」が９％となりました。 

その他では「だれが最も尽力すべき…などと特定すべき問題ではないと思

う」「行政も学校も親も、子供に関わるすべての大人」といったご意見が寄せ

られました。 



 

Ｑ１５ 効果的な取組に関する質問（自由記述） 

 ５２４件ものご意見をいただき、誠にありがとうございました。 

いただいたご意見の中には相反する内容のものもあり、全てのご意見を県

の施策に反映することは困難ですが、様々な視点からのご意見や、貴重な実

体験に基づくご意見等があり、今後の次世代育成及び青少年健全育成の計画

づくりを進める上で、非常に参考になりました。重ねてお礼申し上げます。 

（ご意見の例） 

・ 親と子がシッカリとコミュニケーションを図り、日頃から会話を多く持つ

など、家族の信頼を深める事が大切だと感じています。 

・ 保護者や青少年自身に対して甘やかし過ぎと思う。やった事に対して罰則

を強化して、より厳しく対処すべき。  

・ 保護者や学校や地域が単独でできることには、限りがあると思います。ど

のような取り組みをしていくにしても、連携がなによりも大切になってく

るのではないかと考えます。 

・ 幼いときから清掃活動などの地域の活動に参加することにより、地域社会

の存在を意識することが出来る。どこにどのような人が住んでいるかが分

かれば、非行・犯罪は減少する？   

・ なぜ、深夜外出やインターネットなどが危険なのか、大人が青少年の行動

を心配しているのかを親が、学校が、新聞が、広報誌がすべてのものが繰

り返し教え青少年自身が理解し、考え行動しなくては健全育成・非行防止

は出来ないと思います。   

など 

 

 

 

【問い合わせ先】 

三重県健康福祉部こども局こども未来室 

青少年育成グループ 

電話 059-224-2404 ファクス 059-224-2270 

電子メール kodomom@pref.mie.jp 


